
袖ケ浦市駐車場、袖ケ浦市自転車駐車場、袖ケ浦バスターミナル  

１  指定管理者が管理を行う施設の概要  

 (1) 施設の名称及び所在地  

  ア  袖ケ浦市駐車場  

施設の名称  所在地  

長浦駅北口駐車場  袖ケ浦市蔵波２５番地１  

長浦駅臨海駐車場  袖ケ浦市長浦１番地３１  

袖ケ浦駅前第１駐車場  袖ケ浦市奈良輪１３０１番地１０  

袖ケ浦駅前第２駐車場  袖ケ浦市奈良輪２丁目３番地５  

  イ  袖ケ浦市自転車駐車場  

施設の名称  所在地  

長浦駅南口自転車駐車場  袖ケ浦市蔵波１０番地３  

長浦駅北口自転車駐車場  袖ケ浦市蔵波２５番地３  

袖ケ浦駅南口第１自転車駐車場  袖ケ浦市奈良輪１丁目１２番地２  

袖ケ浦駅南口第２自転車駐車場  袖ケ浦市奈良輪２丁目６番地５  

袖ケ浦駅北口自転車駐車場  袖ケ浦市袖ケ浦駅前１丁目３７番地１  

横田駅前自転車駐車場  袖ケ浦市横田２１７３番地４  

袖ケ浦バスターミナル自転車駐車場  袖ケ浦市坂戸市場２５３４番地４  

  ウ  袖ケ浦バスターミナル  

施設の名称  所在地  

袖ケ浦バスターミナル  袖ケ浦市坂戸市場２５３３番地１  

 (2) 設置目的  

   通勤、通学等の交通手段として多く利用される、鉄道やバスへの

接続的機能として、駐車場、自転車駐車場及びバスターミナルを設

置し、市民の利便性の向上を図ることを目的とする。  

 (3) 指定管理者が行う業務内容  

  ア  駐車場、自転車駐車場、袖ケ浦バスターミナルの利用承認等に

関する業務  

  イ  利用承認に伴う使用料の収納に関する業務  

  ウ  駐車場、自転車駐車場、袖ケ浦バスターミナルの運営に関する

業務  

  エ  駐車場、自転車駐車場、袖ケ浦バスターミナルの施設及び設備

の維持管理に関する業務  



  オ  上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務  

 

２  非公募により指名した理由  

  高齢化社会の進展に伴い、健康で働く意欲のある高齢者が急増し、

雇用の場の確保が求められている。  

  高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和４６年法律第６８号）

においても、国及び地方公共団体は高齢者の就業機会確保のため、必

要な処置を講ずるよう努めなければならないとされており、本市にお

いても本主旨に沿った事業を展開しているところである。  

  このような中、袖ケ浦市駐車場、袖ケ浦市自転車駐車場、袖ケ浦バ

スターミナルの管理については、利用案内や料金徴収等きめ細やかな

対応が求められており、様々な経験を有する人材を配置することがで

きる公益社団法人袖ケ浦市シルバー人材センターが最適である。また、

同団体の目的にも合致しており、高齢者の地域雇用も確保することが

できる。  

  以上により、地域の密着度が高く、高齢者の地域雇用確保にも貢献

していることから、公益社団法人袖ケ浦市シルバー人材センターを指

名したものである。  

 

３  指定管理者に指定する団体の概要  

名    称  公益社団法人袖ケ浦市シルバー人材センター  

所  在  地  袖ケ浦市飯富１６０４番地  

設立年月日  平成４年４月１日  

資  本  金  －  

従 業 員 数 
２４８人  

※令和２年１１月１日時点  

主たる業務  

内容  

１  高年齢者の就業に関する情報の収集及び提供  

２  高年齢者の就業に関する調査及び研究  

３  高年齢者の就業に関する相談  

４  臨時的かつ短期的な就業（雇用によるものを除

く。） 又はその他の軽易な業務に係る就業（雇用に

よるものを除く。）を希望する高年齢者の就業機

会の確保及び組織的な提供  



 

５  臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他

の軽易な業務に係る雇用による就業を希望する高

年齢者のための無料の職業紹介事業  

６  高年齢者に対する臨時的かつ短期的な就業及び

その他の軽易な業務に係る就業に必要な知識及び

技能の付与を目的とした講習等の実施  

７  その他前各項の事業を達成するために必要な事

業  

 

４  指定管理者候補が示した施設管理及び運営の提案要旨  

 (1) 事業計画等  

   指定管理者としての経験や実績に基づき、市民ニーズに即したサ

ービスの向上及び経営の合理化を図り、適切な施設管理に努める。  

   新規利用者の確保及び継続的な利用がされるよう、ホームページ

を活用し、利用についての案内を行うほか、より良いサービスを提

供するため、施設の環境整備、管理人研修、施設の改善等を行い利

便性の向上に努める。  

   自転車駐車場においては、定期利用者の受付案内を広報そでがう

らに掲載し、利用者の増加を図る。  

   また、袖ケ浦市駐車場及び自転車駐車場は、ＪＲの駅やバスター

ミナルの周辺に立地し、市の玄関口となっていることから、駅前広

場、道路等の清掃や放置自転車等の撤去など、環境美化対策を併せ

て実施する。  

 (2) 管理に対して市が負担する金額（指定管理者候補からの提案金額） 

   令和３年度  ５５，９８０千円  

   令和４年度  ５５，９８０千円  

   令和５年度  ５５，９８０千円  

   令和６年度  ５５，９８０千円  

   令和７年度  ５５，９８０千円  

 

５  指定管理者候補の選定概要について  

 (1) 募集経過の概要  

   非公募により指名し、以下の項目を示し募集を行った。  



  ア  募集要項の配布  令和２年７月１日から同年８月２８日まで  

  イ  応募者説明会  令和２年７月２２日  

  ウ  募集に関する質問・回答  

  （ア）受付期間  令和２年７月２７日から同月２９日まで  

  （イ）質問件数  ０件  

  エ  応募受付期間  令和２年８月２６日から同月２８日まで  

 (2) 審査方法及び選定結果  

   １０月８日開催の袖ケ浦市公の施設の指定候補者選定委員会にお

いて、施設担当部署が非公募により指名した団体から提出された事

業計画書等の提案書類を、袖ケ浦市公の施設の指定管理者の指定の

手続等に関する条例（平成１７年条例第１７号。以下「指定手続条

例」という。）第５条に規定する選定基準を更に細分化した審査基準

に基づき、審査及び採点を行った結果を基に、委員長と審査対象の

施設担当部署の委員を除いた委員１０名が指定管理者の候補者とし

ての適確性等を審議した。  

   その結果、全委員が指定管理者の候補者として適当であると認め

たため、公益社団法人袖ケ浦市シルバー人材センターを優先交渉権

者として選定した。  

   その後、優先交渉権者との施設の運営管理等に係る基本的事項を

掲げた基本協定書の締結の協議が整ったことから、同団体を袖ケ浦

市駐車場、袖ケ浦市自転車駐車場、袖ケ浦バスターミナルの指定管

理者として指定するものである。  

 

  指定手続条例（抜粋）  

   （指定候補者の選定）  

  第５条  市長等は、第３条第１項の規定による申請があったときは、

次に掲げる基準に照らして審査し、指定管理者の候補となる団体

（以下「指定候補者」という。）を選定するものとする。  

   (1) 指定施設の利用に関し不当な差別的取扱いが行われるおそ

れがないこと。  

   (2) 指定施設の設置の目的に照らし、当該施設の効用を最大限に

発揮させ、その管理を効率的、かつ、効果的に行うことができ

るものであること。  



   (3) 指定施設の管理を安定的、かつ、適確に遂行するに足りる人

的構成及び財産的基礎を有するものであること。  

   (4) その他市長等が必要と認める事項を満たしていること。  

  ２～４  （略）  

 

  （委員構成）  

   副市長（委員長）、総務部長（副委員長）、企画財政部長、総務部参

与、指定管理者制度導入施設担当部署の部長（市民健康部長、福祉

部長、環境経済部長、都市建設部長、教育部長）、有識者３名（ＰＴ

Ａ連絡協議会選出者、商工会選出者、千葉県中小企業診断士協会選

出者）  

 



採  点  結  果  
 

施設名称：袖ケ浦市駐車場、袖ケ浦市自転車駐車場、袖ケ浦バスターミナル  

【非公募】  

応募団体：公益社団法人袖ケ浦市シルバー人材センター  

評 価 点 数  １６３点  

上記評価に対する  

選定委員会の判定  

適  正  不適正  

１０名  ０名  

 
評  価  項  目  と  配  点  

選定基準  審査項目  配点  劣 

普
通 

優 

特
優 

評価  
点数  

①  指 定 施 設 の 利 用 に
関 し 不 当 な 差 別 的 取
扱 い が 行 わ れ る お そ

れがないこと。  

（ 指 定 手 続 条 例 第
５条第１項第１号）  

ア  平 等 な 利 用 を 図 る た

めの具体的な手法  

30 30 失格 18 24 30 18 

②  指 定 施 設 の 設 置 の

目 的 に 照 ら し 、 当 該
施 設 の 効 用 を 最 大 限
に 発 揮 さ せ 、 そ の 管

理を効率的、かつ、効
果 的 に 行 う こ と が で
き る も の で あ る こ

と。  

（ 指 定 手 続 条 例 第
５条第１項第２号）  

ア  施 設 の 設 置 目 的 及 び

市が示した管理の方針  
20 

105 

0 12 16 20 12 

イ  利 用 者 の 増 加 を 図 る

ための具体的手法  
 9 0 3 6 9 3 

ウ  サ ー ビ ス の 向 上 を 図

る た め の 具 体 的 手 法 及

び 当 該 施 設 の 効 用 を 最

大 限 に 発 揮 さ せ る た め

の手法  

31 0 17 24 31 21 

エ  施 設 の 維 持 管 理 の 内

容、適確性及び実現の可

能性  

20 失格／0 12 16 20 15 

オ  管 理 に 係 る 経 費 の 縮

減効果  
25 失格／0 3 20 25 3 

③  指 定 施 設 の 管 理 を

安定的、かつ、適確に
遂 行 す る に 足 り る 人
的 構 成 及 び 財 産 的 基

礎 を 有 す る も の で あ
ること。  

（ 指 定 手 続 条 例 第

５条第１項第３号）  

ア  収支計画の内容、適確

性及び実現の可能性  
20 

100 

失格 12 16 20 12 

イ  安 定 的 な 運 営 が 可 能

となる人的能力  
30 0 18 24 30 23 

ウ  安 定 的 な 運 営 が 可 能

となる財政的基盤  
40 失格／0 24 32 40 24 

エ  類似施設の運営実績  10 0 6 8 10 6 

④  そ の 他 市 長 等 が 必

要 と 認 め る 事 項 を 満
たしていること。  

（ 指 定 手 続 条 例 第

５条第１項第４号）  

ア  個人情報保護  10 

40 

失格 6 8 10 6 

イ  危機管理  20 0 12 16 20 14 

ウ  再委託の管理  10 0 6 8 10 6 

合           計  275 275 失格 149 218 275 163 

【採点方法】「特優」「優」「普通」「劣」の４段階を基本として評価する。ただし、②オについては、経費の削減割合に応じ、     

配点を上回る加点を行う場合がある。 

【欠落事項】ア 選定委員会における審議の結果、審査項目の全てを「普通」とした合計点数（１４９点）以上を獲得できなか

った場合。 

イ 審査項目のうち、運営管理に大きく支障をきたす項目を「劣」とする委員が過半数いた場合。 


